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▼国民健康保険に入るとき
こんなとき 手続きに必要なもの

他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書
子どもが生まれたとき 印鑑・母子手帳
会社の健康保険から、本人または被
扶養者が抜けたとき

会社の健康保険から、本人または被
扶養者が抜けた証明書

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
▼国民健康保険から抜けるとき

こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき 国民健康保険証
会社の健康保険に、本人または被扶
養者が入ったとき

国民健康保険証・会社の健康保険証（保険証未
交付の場合は、加入したことを証明するもの）

国民健康保険の加入者が死亡したとき 印鑑・国民健康保険証
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証・保護開始決定通知書
▼その他

こんなとき 手続きに必要なもの
町内で住所が変わったとき

国民健康保険証世帯主や氏名が変わったとき
世帯を一緒にしたり、分けたりした
とき
保険証をなくしたり、汚して使えな
くなったとき

本人確認できるもの（運転免許証や納
税通知書）

退職者医療制度の対象となったとき 国民健康保険証・年金証書

忘れていませんか？
国民健康保険の届出
忘れていませんか？
国民健康保険の届出

１
．
品
目
ご
と
に
束
ね
る

　

新
聞
・
雑
誌
・
ダ
ン
ボ
ー

ル
・
牛
乳
パ
ッ
ク
・
紙
製
包
装

容
器（
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る

も
の
）の
５
品
目
に
分
別
し

て
、
ひ
も
で
縛
っ
て
お
出
し
く

だ
さ
い
。

２
．
紙
以
外
の
も
の
を
混
ぜ
な

い
　

金
属
・
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
等
の
紙
以
外
の
も
の

は
、
取
り
除
い
て
お
出
し
く
だ

さ
い
。 ごみの分け方・出し方

『古紙・古着』第6回

　

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の

40
年
間
は
、
全
員
が
国
民
年
金
の

被
保
険
者
で
す
。
加
入
の
種
別

は
、
職
業
な
ど
に
よ
り
次
の
３
つ

に
分
か
れ
ま
す
。　

・
第
1
号
被
保
険
者（
自
営
業
者

の
方
や
学
生
・
フ
リ
ー
タ
ー
・
無

職
の
方
な
ど
）

・
第
２
号
被
保
険
者（
会
社
員
や

公
務
員
）

・
第
３
号
被
保
険
者（
会
社
員
等

　シリーズでお伝えしている「ごみの分け
方・出し方」。さて今回は、資源ごみのうち
「古紙・古着」についてお知らせします。
　左記の点に特にご注意いただき、ごみの
分別にご協力ください。

の
被
扶
養
配
偶
者
）

　

結
婚
や
就
職
な
ど
に
よ
り
加
入

の
種
別
が
変
わ
る
と
き
は
、
年
金

の
届
出
が
必
要
で
す
。
届
出
の
遅

れ
が
２
年
を
過
ぎ
た
期
間
は
、
未

納
期
間
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
届
出
忘
れ

や
納
め
忘
れ
か
ら
年
金
が
受
け
ら

れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ

う
、
必
ず
手
続
き
を
し
ま
し
ょ

う
。

　

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
自
分
が

国
民
年
金
の
第
何
号
被
保
険
者
な

の
か
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
20
歳
に
な
っ
た
と
き

●
就
職
し
た
と
き

●
退
職
し
た
と
き

●
結
婚
し
た
と
き

●
離
婚
し
た
と
き

●
第
３
号
被
保
険
者
の
配
偶
者

（
夫
）が
転
職
し
た
と
き

●
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
加
入
者

の
扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
と
き

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
、

離
職
票
、
退
職
証
明
書
、
年
金
手

帳
、
会
社
の
保
険
証
な
ど

問　

住
民
課
国
民
年
金
係

２
１

１
７

《
古
紙
》

《
古
着
》

１
．
透
明
・
半
透
明
の
袋
に
入

れ
る

　

古
着
が
汚
れ
な
い
よ
う
に
袋

に
入
れ
て
お
出
し
く
だ
さ
い
。

２
．
洗
濯
し
、
乾
燥
さ
せ
る

　

汚
れ
て
い
る
も
の
は
洗
濯
し

て
お
出
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

濡
れ
て
い
る
と
カ
ビ
が
発
生
し

ま
す
の
で
、
よ
く
乾
燥
し
て
か

ら
お
出
し
く
だ
さ
い
。

３
．
雨
の
日
は
次
回
に

　

雨
に
濡
れ
て
し
ま
う
と
再
利

用
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

次
回
以
降
の
お
天
気
の
良
い
回

収
日
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

４
．
破
れ
た
も
の
な
ど
は
可
燃

ご
み

　

破
れ
た
も
の
や
ボ
タ
ン
・

チ
ャ
ッ
ク
な
ど
が
な
く
再
利
用

で
き
な
い
も
の
は
、
可
燃
ご
み

の
日
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

※
資
源
ご
み
全
般
を
出
す
と
き

の
注
意

　

そ
れ
ぞ
れ
の
資
源
以
外
の
も

の
は
混
ぜ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

資
源
以
外
の
も
の
が
混
ざ
っ
て

い
る
と
、
資
源
と
し
て
再
利
用

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

問　

環
境
対
策
課

２
２
５
２

紙リサイクルマーク

人
生
の
節
目
に
は
国
民
年
金

の
届
出
を
忘
れ
ず
に

　今まで勤めていた会社を退職し、健康保険がなくなってしまっ
た方は国民健康保険への加入、または国民健康保険だった方が就
職をし、会社等の健康保険に加入した場合は国民健康保険からの
脱退の手続きが必要になります。
　会社や健康保険組合から国民健康保険への連絡はありませんの
で、必ず町住民課国民健康保険係へ届出をしてください。
　特に、国民健康保険に加入する方は、しばらく期間をおいて届
出をした場合でも、加入日と保険税は、以前の健康保険を喪失し
た日までさかのぼりますのでご注意ください。
　同じ世帯で次の表にあてはまるときは、その都度必ず届出をし
てください。
問　住民課国民健康保険係 ２１１５
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平
成
21
年
度
固
定
資
産
税

に
係
る
土
地
の
評
価
額
に

つ
い
て

①
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
認

定
を
受
け
た
長
期
優
良
住
宅

②
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日（
平

成
21
年
６
月
４
日
）か
ら
平
成
22

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
新
築
さ

れ
た
住
宅

③
床
面
積
が
50
㎡（
１
戸
建
以
外

の
貸
家
住
宅
等
は
40
㎡
）以
上
２８０

㎡
以
下
の
住
宅
で
あ
り
、
そ
の
う

ち
居
住
部
分
で
１２０
㎡
相
当
分
ま
で

　

土
地
の
固
定
資
産
税
は
、
評
価

額
を
基
に
算
出
し
た
課
税
標
準
額

に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
土
地
の
評
価
額

は
、
3
年
に
1
度
見
直
す
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
評
価
替
え

年
度
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
た
だ
し

土
地
価
格
の
下
落
が
あ
る
場
合
に

は
、
評
価
替
え
年
度
以
外
の
年
度

で
も
、
下
落
修
正
を
し
て
い
ま

す
。

　

平
成
21
年
度
は
、
こ
の
評
価
替

え
の
年
度
に
あ
た
る
た
め
、
土
地

の
評
価
額
が
変
わ
り
ま
す
。
平
成

21
年
度
の
評
価
額
は
、
平
成
20
年

1
月
の
価
格
を
平
成
20
年
7
月
時

点
で
修
正
し
た
も
の
を
基
準
に
算

定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
平

成
20
年
の
後
半
か
ら
の
経
済
情
勢

の
悪
化
に
よ
る
土
地
価
格
の
下
落

は
反
映
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
平
成
18
年
度
分
、
19
年

度
分
ま
で
は
、
前
年
の
７
月
時
点

の
土
地
価
格
が
下
落
し
て
い
た
た

め
、
評
価
額
も
下
落
修
正
を
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
平
成
20
年
度

は
、
前
年
の
７
月
時
点
の
土
地
価

格
が
上
昇
に
転
じ
た
た
め
の
評
価

額
は
据
え
置
き
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。

 問　人権推進課 2241　

長
期
優
良
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
に
つ
い
て

長
期
優
良
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
に
つ
い
て

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の

促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
21
年
６
月
４
日
）

か
ら
長
期
優
良
住
宅
の
認
定

を
受
け
た
住
宅
を
新
築
し
た

場
合
、
新
築
か
ら
５
年
度
分

（
３
階
建
て
以
上
の
中
高
層

耐
火
住
宅
に
つ
い
て
は
７
年

度
分
）
の
固
定
資
産
税
が
、

２
分
の
１
相
当
額
減
額
さ
れ

ま
す
。

　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、夫婦
や恋人など親密な間柄で行われる暴力行為のことで、
最も身近な犯罪です。
　ＤＶは、家庭内で起こるため外部にわかりづらく、
被害者の方は、自分さえ我慢すればよい、家庭を壊し
たくない等のさまざまな葛藤の中で、身体的にも精神
的にも追い詰められがちです。
　また、親のＤＶは子どもへの虐待にもつながります。
　悪いのはあなたではありません！力であなたを思い
どおりにしようとする加害者です！
　ちょっと勇気を出して、相談してみませんか？

ＤＶに関する相談窓口
【 面　　　接 】

役場女性相談 毎月第₂水曜　10 時〜12 時
役場人権相談 奇数月第₃水曜

※日程等については、広報の無料相談コーナーでご確認ください。
【 電　　　話 】

北足立福祉保健総合センター 048-541-0290
婦人相談センター 048-600-6060
上尾警察署（生活安全DV相談）
身の危険を感じるような緊急の
場合は、迷わず 110番へ

048-773-0110

女性の人権ホットライン
( さいたま地方法務局 ) 0570-070-810

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
グ
ラ
フ

に
も
あ
る
よ
う
に
、
平
成
21
年
度

の
評
価
額
は
、
平
成
20
年
度
と
比

較
し
て
大
き
く
上
昇
し
て
い
る
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
価
格
評

価
時
点
の
ず
れ
に
よ
る
も
の
で
す

の
で
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
年
の
7
月
の
地
価
の

状
況
が
下
落
の
場
合
、
来
年
度
の

土
地
の
評
価
額
は
下
が
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

※
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
市
街
化
区

域
内
の
大
部
分
の
土
地
に
つ
い
て

の
も
の
で
あ
り
、
市
街
化
調
整
区

域
そ
の
他
の
土
地
で
は
傾
向
が
異

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

２

１
５
３

　

減
額
の
申
告
を
行
う
場
合
は
、

新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る

年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月

31
日
ま
で
に
申
告
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
認
定
通
知
書
の

写
し
を
添
え
て
税
務
課
固
定
資
産

税
係
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

２

１
５
４

男女共同参画シリーズ①

あなたらしく、わたしらしく

～これってＤＶ？～Ｖ？Ｖ？Ｖ？～これってＤＶ？～～これってＤＶ？～～これってＤＶ？～～これってＤＶ？～～これってＤＶ？～

要　

件

手
続
き

町内地価動向変動イメージ図

課　税　年　度
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

地価公示

固定資産税評価

（　
　
　
　
　
　
　

）

①
〜
③
の
す
べ
て
に

該
当
す
る
も
の


